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はじめに 

 2017年 10月の衆議院議員選挙は、自民党と公明党で議席の 3分の 2を占めるという「虚

構の多数」に終わったが、沖縄から見た選挙の「最大の問題は、辺野古新基地建設を含む

沖縄における在日米軍基地の過重負担問題が論点になっていないこと」であった(1)。沖縄

県の４つの小選挙区では、オール沖縄が 3 つの区で勝利し、自民党は 4 区の 1 議席に止ま

った。この住民の運動の主戦場の一形態である選挙の結果につき、住民と共に平和的生存

権の実現に取り組む翁長知事は、知事のお膝元でオール沖縄の発祥の地である 1 区、普天

間飛行場のある 2 区及び辺野古新基地建設が進む 3 区で「明確に辺野古新基地反対、オス

プレイ撤回、普天間飛行場の閉鎖・撤去（の民意）は大差で方向性が出た」と評価してい

る（沖縄タイムス 2017年 10月 24日 2面参照）。また 1区で敗れた自民党の国場氏は、「（『オ

ール沖縄』は）１つの価値観、１つの沖縄の政治風土のような、より強固なものになった

のかもしれない」と語っている（赤旗日曜版 2017年 10月 29日 3面参照）。 

この「オール沖縄」の陣営は、辺野古新基地建設に反対する２つの潮流の合流によって

つくられている。1つの潮流は、安保条約に基づく米軍の駐留と基地そのものに反対し、米

軍撤退と基地の撤去を求める立場から辺野古新基地建設反対、普天間基地撤去を求める「基

地反対派」であり、沖縄基地問題の解決には安保条約の廃棄が必要と考えている。もう一

方の潮流は、安保条約・日米同盟に賛成で、米軍基地も必要だが、それが沖縄に集中して

いることは許せない、沖縄にこれ以上の新基地建設は許さない、という沖縄「差別反対派」

の立場である。翁長県知事はこの後者の潮流の旗手であり、辺野古の問題を徹底して沖縄

住民の見地から提起している(2)。 

さて、本稿では、沖縄では非常に大きな役割を果たしている、住民の運動の副次的な戦場



である自治体の権限行使につき、辺野古基地争訟において表明された翁長知事の発言を中

心にして日本国憲法が保障する地方自治のあり方を以下検討することにする。「辺野古の

問題は、沖縄県だけの問題ではありません。まさしく、地方自治の根幹に関わる問題であ

り、ひいては民主主義の根幹に関わる問題であります。」「『地方自治の危機』は今そこ

に迫っている」と翁長知事は述べている(3)。 

 

１ 翁長知事の政治思想 

(1) 翁長知事の政治目標 

 翁長知事は、その著書『戦う民意』（角川書店、2015 年）の中で、「やっと沖縄の可能

性を十分に発揮できる時代がきました。百年来、アジアと仲良くできた沖縄が日本とアジ

アの架け橋になれる、大きな意味で沖縄の自立と、日本という国の中で果たす役割が初め

て見えてきた」と書いている(227頁)。翁長知事が目指すこの目標は、憲法が目指す国家像

と同じである。したがって辺野古新基地建設を巡る沖縄県と国との対立は、現行憲法を破

壊しようとする安倍政治と憲法を実現しようとする翁長政治の対立、と理解することがで

きよう。 

 

(2) 第 2章 この国を問う 

 「『沖縄県民は日本本土に差別されている』という受け止め方の浮上は、沖縄県民の尊

厳と誇りの自覚と軌を一にした変化だと思います。自らのアイデンティティーに目覚めた

からこそ、自分たちに対する差別を真正面からとらえることができるようになった」（89

頁）。 

 「辺野古埋め立てについて、他の自治体首長や政治家たちは、『国の権力が進めている

ことは止められるわけがない』と語ります。私が危機感を抱くのは、彼らの語り口が、本

当に他人事のようなことです。「地方自治」という観点で辺野古の問題を考えるときに、

日本という国が大きく間違った方向に進んでいるという危機感が感じられません」（90頁）。 

 現在の中央集権的な手法が危険なのは、政治も国民の意識も、一方向に物事が進むとい

っせいに同じ方向に走っていく傾向があることです。それを私たちは、まず地方自治とい

う視点からチェックしていかなければ、やがて同じ過ち（戦前のように大きな奔流）を繰

り返すことになる（94頁）。 

「国に対する反対意見を他の自治体が支援し、連帯できるようにしておくことが必要です。

地方自治が侵害されないように、国と地方自治体は形式的とはいえ対等の関係が謳われて

います。地方自治のあり方から再度考え直し、地方から日本を変えるという視点が求めら

れます」と（95~6頁）。ここには、地方自治の原理と平和主義の原理との一体不可分性が、



みごとに表現されている。 

 

(3) 第 4章 苦難の歩み、希望への道 

「治外法権のような苛酷な圧政下でも、沖縄は米国民政府と闘って人権と自治権を獲得し

てきました。沖縄の民主主義は、本土のように連合国最高司令官マッカーサーの時代に与

えられた自治と人権の中で発想するものではありません。その意味で、民主主義や自治の

精神が沖縄県民には身体深く根付いています。粘り強い闘いの DNA が今日も沖縄にはいき

ているのです」(156~7頁)。 

 「私が目指しているのは、日本政府がどれほど大きく立ちはだかろうが、県民が一つの

心でまとまり、しっかりスクラムを組めるようになることでした。それは沖縄と日本とい

う国との大きな隔たりをなくす第一歩でした」（184頁）。 

 「『イデオロギーよりアイデンティティー』を優先し、『オール沖縄』で立ち向かわな

ければ基地問題は解決しない、と保守と革新に呼びかけました。大差による圧勝で、私は

政治が沖縄県民に近づいてきたことを実感しました。沖縄を変えるには、保守も革新も心

を一つにしてくれないかと県民は思っていたのです」と（192~3頁）。「はじめに」で確認

された、辺野古新基地建設に反対する２つの潮流が地方自治の原理によって統合されてい

ることが、明らかにされている。 

 

２ 辺野古争訟 

憲法が地方自治を国民に保障したのは、「地方自治を闘いとることにより、地方自治体が

国民・住民の日常的な生活と権利を防衛または促進しつつ、中央政府の集権的画一的官僚

政治・行政に対する、国民・住民の抵抗とその意思の組織となる可能性をも有しているか

らである。(中略)地方自治は、現実の国家におけるたんに技術的な地域的事務処理のため

にのみ保障されるのではなく、むしろ、強大な中央集権権力の恣意的権力支配に対する対

抗物としての、住民の意思に基づく自治体の存在理由を、民主主義の叡知として認めたと

ころに要求されるのである。したがって、自治体はもともと中央政府に対して、国民・住

民の日常的な具体的利益の実現とそのための諸要求をつきつけることによって、国の政策

の転換ないし内容充実を迫る可能性を自らのうちに含んでいるのである」(4)。このことが

明確に表れているのが辺野古争訟である。 

 

(1) 辺野古埋立承認取消し 

まず、辺野古争訟の起点である翁長知事による辺野古埋立承認取消の時点の知事の考えを

確認する。翁長知事は、辺野古埋立承認を取り消した 2015年 10月 13日の記者会見におい



て、つぎのように述べている。「沖縄問題もさることながら、地方自治という在り方、そ

して日本の国の民主主義、あるいは中央集権みたいな格好に最近なってきてまいりました。

こういったことなどの危険性、日常から非日常に紙一重で変わる一瞬を止めきれるかどう

か。変わってしまってからのものは、過去の歴史からいうと大変厳しいものになろうかと

思いますので、そういうことも含めてみんなで議論していけるようなものに、この沖縄の

基地問題が提示できればありがたいと思っています」（沖縄県 HP参照）と(5)。 

 

(2) 不作為違法確認訴訟に関する最高裁判所 

最高裁判所が 2016 年 12 月 20 日に上告棄却したことを受け、｢不作為の違法確認訴訟の最

高裁判決を受けた知事コメント｣（同日）では、次のように翁長知事は述べている。「是正

の指示についても、それを制限する定めがないことを理由に、無制限に地方自治体への関

与を認め、国と地方を対等・協力の関係とした地方自治法の視点が欠落した判断を示し、

結果として問題点の多い高裁判決の結論を容認しました。（改行）このような判断を最高

裁判所が行ったことについては、深く失望し、憂慮しております。（改行）私は、知事に

就任して以来、政府に対して『辺野古が唯一の解決策である』という固定観念を捨て去り、

辺野古新基地建設に反対する多くの沖縄県民の声に耳を傾けていただきたいと求めてまい

りました。……（改行）県民の理解が得られない新基地建設を進めることは絶対に許され

ません。（改行）過去、沖縄は、日本の独立と引き替えにアメリカの施政権下に置かれま

した。日本国憲法が適用されなかった米軍統治下時代、苛烈を極めた米軍との自治権獲得

闘争を、粘り強く闘ってきた沖縄県民は、日米両政府が辺野古新基地建設を断念するまで

戦い抜くものと信じております」（沖縄県 HP参照）と。 

 

おわりに 

 今回の辺野古新基地建設問題は、改めて「安全保障政策は、2000 年分権における国―地

方関係の再定義において十分議論されないまま、外交・防衛が国の専管事務とされたため

に、今日改めて検討しなければならない状況にある」(6)ことを明らかにしている。第 2次

世界大戦を引き起こした日本が、再び「新たなる戦前」を創り出さないためには、暴走す

る国をコントロールする地方自治がますます重要になっている。 

日米安保体制の根幹に関わる沖縄の問題は、「国の最高法規」（憲法 98条）である非軍事

平和主義の日本国憲法を頂点とする憲法体系と、日米安保条約を頂点とする安保法体系に

よって法的に表現される「軍事体制としての安保体制」、という２つの法体系の矛盾の表

れである（7）。安保法体系は、憲法上の授権規定がないにもかかわらず、日本の指揮・監

督下にない外国軍隊の日本駐留を認めている。沖縄県が、国会の決定に基づかないで辺野



古新基地建設を閣議決定で決めたのは憲法 41 条違反と主張したのに対し、2016 年 9 月 16

日の福岡高裁判決は、「本件新施設等の建設及びこれに伴って生じる自治権の制限は、日

米安全保障条約及び日米地位協定に基づくものであり、憲法 41条に違反するとはいえ」な

い、と判示した。 

そこで沖縄県の地方自治は、この安保法体系を抜きにしては問題の本質を掴むことはでき

ない。「住民の福祉の増進を図ることを基本と」する（地方自治法 1 条の２第 1 項）地方

自治体は、住民の生存の権利、安全・健康など福祉を享受する権利を確保することを存在

理由とする地方政府である。この住民の権利に反する国の施策に対し、それをやめさせる

ために抵抗することこそ、地方自治体の責務である(8)。そこで米軍基地建設問題を解決す

るためには、安保条約に基づき国に提供義務のある基地が、地方自治体の事務と国の事務

が重複する領域の中にあることから、対立する国と地方自治体が、対等な当事者として一

定のルールに基づいて協議する制度が設立されなければならない(9)。 
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